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平成３０年第３回船橋市議会定例会議案説明（予定） 

 

議案第 1号 平成３０年度船橋市一般会計補正予算 

 補正前予算額   ２０７，７７４，２７７千円 

 補正額            ５，０００千円 

 補正後予算額   ２０７，７７９，２７７千円 

 内訳 

総務費 

・振り込め詐欺等防止対策費        ５，０００千円（市民安全推進課） 

 

議案第 ２号 平成３０年度船橋市一般会計補正予算 

 補正前予算額   ２０７，７７９，２７７千円 

 補正額          １７６，２８７千円 

 補正後予算額   ２０７，９５５，５６４千円 

 内訳 

議会費 

・議会運営諸経費            １９，０２４千円（議会事務局庶務課） 

総務費 

・電子計算システム運営費         ３，２２５千円（情報システム課） 

・基幹システム関連導入費        １０，８５０千円（情報システム課） 

・税収入返還金            １００，０００千円（税務課） 

民生費 

・認可外保育施設入所児童処遇向上事業費     ９７千円（保育認定課） 

・母子生活支援施設運営費補助金        ５７０千円（児童家庭課） 

・認定こども園運営費補助金          ９２０千円（保育認定課） 

・小規模保育事業費補助金         ４，１９９千円（保育認定課） 

・放課後ルーム整備費           ３，４８８千円（地域子育て支援課） 

・保育所運営費補助金          ３１，６１４千円（保育認定課） 

教育費 

・学校安全費               ２，３００千円（保健体育課） 
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繰越明許費 

・橋りょう新設改良事業        １８３，０００千円（道路建設課） 

債務負担行為 

（追加） 

特別支援学校スクールバス運行業務委託料（学務課） 

  ・限度額 １６２，０００千円に消費税及び地方消費税を加えた額 

  ・期 間 平成３０年度～平成３３年度 

小・中学校給食調理業務委託料（若松小学校ほか１７校）（保健体育課） 

  ・限度額 １，３６３，２１０千円に消費税及び地方消費税を加えた額 

   ・期 間 平成３０年度～平成３３年度 

 

議案第 ３号 平成３０年度船橋市介護保険事業特別会計補正予算 

（介護保険課） 

補正前予算額  ４０，５５１，０００千円 

 補正額         ５３，１１４千円 

 補正後予算額  ４０，６０４，１１４千円 

 内訳 

・介護保険事業財政調整基金積立金    １７，３５１千円 

・国庫負担金等返還金          ３５，７６３千円 

 

議案第 ４号 船橋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 

       る法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例・・・ 

       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・総務課 

 行政手続の簡素化による負担の軽減等に資するため、個人番号の利用について、所要の

改正を行うもの。 

（公布の日から施行） 

 

議案第 ５号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す 

る条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・職員課 

最高情報統括責任者補佐官を任用することに伴い、非常勤の特別職の職員の報酬の額に
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ついて、所要の改正を行うもの。 

（公布の日から施行） 

 

議案第 ６号 船橋市議会議員及び船橋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の 

公営に関する条例の一部を改正する条例・・・・・選挙管理委員会事務局 

公職選挙法の一部改正に伴い、選挙運動用ビラの作成の公営に関し、所要の改正を行う

もの。 

（平成３１年３月１日施行） 

 

議案第 ７号 船橋市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高齢者福祉課 

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

（平成３０年１１月１日施行） 

 

議案第 ８号 船橋市児童ホーム条例の一部を改正する条例・・・・・地域子育て支援課 

 新たに児童ホームを設置するについて、その名称及び位置を規定するもの。 

（平成３０年１０月２７日施行） 

 

議案第 ９号 船橋市手数料条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・建築指導課 

建築基準法の一部改正に伴い、建築の認定及び仮設興行場等の建築の許可の申請に係る

手数料について、所要の定め等をするもの。 

（平成３０年１１月１日施行） 

 

議案第１０号 船橋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正 

する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・建築指導課 

船橋都市計画において新たな地区計画の決定に伴い、地区計画の区域内における建築物

の敷地、構造及び用途に関する制限を行うため、所要の定め等をするもの。 

（平成３０年１１月１日施行。ただし、延べ面積の算定における老人ホーム等の共用部

分の除外規定については、公布の日から施行） 
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議案第１１号 （仮称）船橋市立塚田第二小学校・放課後ルーム新築工事請負契約の締結

について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・契約課 

 場 所  船橋市行田１丁目３８２番２１ 

 契 約 方 法  一般競争入札【総合評価型】 

 設 計 金 額  ２，８９７，６４０，０００円 

 予 定 価 格  ２，８９７，６４０，０００円 

 契 約 金 額  ２，６２４，４００，０００円 

 契約の相手方  東急・木村特定建設工事共同企業体 

 工 期  本契約締結日の翌日から平成３３年２月２６日まで 

 

議案第１２号 （仮称）船橋市立塚田第二小学校・放課後ルーム新築電気設備工事請負契

約の締結について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・契約課 

 場 所  船橋市行田１丁目３８２番２１ 

 契 約 方 法  一般競争入札【総合評価型】 

 設 計 金 額  ３３６，４２０，０００円 

 予 定 価 格  ３３６，４２０，０００円 

 契 約 金 額  ３２９，４００，０００円 

 契約の相手方  雄電・共立特定建設工事共同企業体 

 工 期  本契約締結日の翌日から平成３３年２月２６日まで 

 

議案第１３号 （仮称）船橋市立塚田第二小学校・放課後ルーム新築空調設備工事請負契

約の締結について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・契約課 

 場 所  船橋市行田１丁目３８２番２１ 

 契 約 方 法  一般競争入札【総合評価型】 

 設 計 金 額  ２９６，４６０，０００円 

 予 定 価 格  ２９６，４６０，０００円 

 契 約 金 額  ２９４，８４０，０００円 

 契約の相手方  三建・ケイハイ特定建設工事共同企業体 

 工 期  本契約締結日の翌日から平成３３年２月２６日まで 
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議案第１４号 船橋市立船橋特別支援学校金堀校舎増築工事請負契約の締結について・・ 

       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・契約課 

 場 所  船橋市金堀町３４９番１ほか 

 契 約 方 法  一般競争入札【総合評価型】 

 設 計 金 額  ３８８，１５２，０００円 

 予 定 価 格  ３８８，１５２，０００円 

 契 約 金 額  ３６１，８００，０００円 

 契約の相手方  京成建設株式会社 

 工 期  本契約締結日の翌日から平成３１年１１月２９日まで 

 

議案第１５号 損害賠償の額の決定及び和解について・・・・・・・・・・・保健体育課 

 船橋市立中学校において教育活動実施中に発生した事故について、損害賠償の額を定め

和解するもの。 

 和解額  ２，３００，０００円 

 

議案第１６号 市道の路線認定及び変更について・・・・・・・・・・・・・道路管理課 

 道路法に基づき、市道の路線認定及び変更をするもの。 

 

議案第１７号 教育委員会委員任命の同意を求めることについて・・・・・・・・職員課 

  

議案第１８号 固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについて・・職員課 

 

議案第１９号 （仮称）船橋市立塚田第二小学校・放課後ルーム新築給排水衛生設備工事

請負契約の締結について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・契約課 

場 所  船橋市行田１丁目３８２番２１ 

 契 約 方 法  一般競争入札 

 設 計 金 額  ２９０，５２０，０００円 

 予 定 価 格  ２９０，５２０，０００円 

 契 約 金 額  ２８９，４４０，０００円 

 契約の相手方  三建・ケイハイ特定建設工事共同企業体 
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 工 期  本契約締結日の翌日から平成３３年２月２６日まで 

 

諮問第 １号 人権擁護委員の候補者推薦について・・・・・・・・・市民の声を聞く課 

  

諮問第 ２号 人権擁護委員の候補者推薦について・・・・・・・・・市民の声を聞く課 

  

諮問第 ３号 人権擁護委員の候補者推薦について・・・・・・・・・市民の声を聞く課 

  

諮問第 ４号 人権擁護委員の候補者推薦について・・・・・・・・・市民の声を聞く課 

  

認定第 １号 決算の認定について（一般会計） 

 

認定第 ２号 決算の認定について（国民健康保険事業特別会計） 

 

認定第 ３号 決算の認定について（下水道事業特別会計） 

 

認定第 ４号 決算の認定について（公共用地先行取得事業特別会計） 

 

認定第 ５号 決算の認定について（船橋駅南口市街地再開発事業特別会計） 

 

認定第 ６号 決算の認定について（介護保険事業特別会計） 

 

認定第 ７号 決算の認定について（母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計） 

 

認定第 ８号 決算の認定について（後期高齢者医療事業特別会計） 

 

認定第 ９号 決算の認定について（地方卸売市場事業会計） 

 

認定第１０号 決算の認定について（病院事業会計） 
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報 告 第 １ 専決処分の報告について 

 １ 損害賠償の額の決定及び和解 

    損害賠償額  ２，４７２，９１６円（ ４件） 

 

 ２ 和解 

   生活保護費返還金の弁済に対する破産法第１６２条第１項第１号イによる否認権の

行使に代わる和解 

   相 手 方   船橋市印内町６０３番地１ 田中ビル８２２号 

あおぞらの虹法律事務所 

破産管財人弁護士 南川 麻由子 

 

 ３ 金銭債権に係る訴え及び和解 

(1) 保険給付費返納金の支払（和解） 

(2) 学校給食費の支払（和解） ３件 

(3) 奨学金返還金の支払（訴え） ２件 

(4) 生活保護費返還金の支払（訴え） 

 

報 告 第 ２ 継続費の精算報告について 

 

報 告 第 ３ 健全化判断比率の報告について 

 

報 告 第 ４ 資金不足比率の報告について 

 


